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本東京地方裁判所民事部 御中
原告 井上祐維
被告 国

原告訴訟代理人

弁護士 井 桁大

同吉田京 子

：

同韓



2025年10月11日

2025年9月16日 東京都港区長

井上氏が、2022年3月16日に東京都港区に対して同月9日付での転入の届出をしたこと、同日から2025年1月11日まで東京都港区内に居住していた
こと、同月15日に東京都港区に対して同月11日付での転出の届出をした

2025年9月24日 東京都豊島区長

井上氏が、2025年1月17日に東京都豊島区に対して同月11日付での転入の
届出をしたこと、同日から同年4月12日まで東京都豊島区内に居住してい

2025年8月31日 京都市中京区長

井上氏が、2025年4月22日に京都市中京区に対して同月12日付での転入の
届出をしたこと、同日から同年7月2日（第27回参議院議員通常選挙に係

「市町村の現場から寄せられ 2024年10月4日 一般社団法人選
た選挙管理の実務に関する

際に投票を認める人とそうでない人を把握するために、相互に情報を共有していること。

2025年6月24日

内閣が、2025年6月24日に、第27回参議院議員通常選挙を同年7月20日に執行し、同月3日付けの官報をもって公示することを決定したこと。
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標目（原本・写しの別） 作成年月日 作成者号証

甲1

甲2

甲3

甲4

甲5

甲6

陳述書
立証趣旨

原本 原告井上祐雑

原告の転居及び住民登録の状況と訴訟提起に至る経緯など。

住民票（除票） 写し

住民票（除票） 写し

たこと、同月20日に東京都港区に対して同月12日付での転出の届由をし
たこと。

住民票 写し

る選挙時登録の基準日）まで京都市中京区内に居住していたこと。

写し
挙制度実務研究

Q&A-令和6年版 -」15頁 会
各市町村選挙管理委員会は、二重登録者を把握し、表示登録者のうち実

閣議及び閣僚懇談会議事録 写し 内閣官房

https://www.call4.jp/file/pdf/202512/b03bc820a680ead412549db49e59418b.pdf
https://www.call4.jp/file/pdf/202512/551bd8ff6e23ff77e0b6e35c36772534.pdf


2025年 東京都

2024年において、年間39万人もの日本人が、東京都内で区市町村をまた

2016年11月15日
の確立及び公職選挙法改正に

号平成28年11月15日

がないのに、両者を一つの名簿で管理するために採用されていること。

2016年1月20日

号平成28年1月20日

28年1月27日

2016年1月27日

2016年8月10日

総務省では、2014年5月12日以降、選挙の公正を確保しつつ、有権者が投

2「投票環境の向上方策等に関する研究会」を開催していたこと、2016年8月10日には、住民基本台帳ネットワークシステムにより、住所を移し
た回数にかかわらず、都道府県の区域内に住所を有し続けている事実は
確認可能である（現状においても、多数の都道府県において、選挙が行

いる）ことから、同一都道府県内に住所を有し続けている者については、住所移転の回数により区別する必要はなく、有権者それぞれの住所
移転の状況が異なる現状に対応するために、市町村を単位として2回以上
住所を移した場合にも、都道府県の選挙の選挙権を認めることが適当で
ある旨の見解を示していたこと。
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甲7

甲8

甲9

甲10

甲11

東京都住民基本台帳人口移動 写し
報告（令和6年）-結果のポ
インドー

ぐ転居をしたこと。

第192回国会衆議院政治倫理 写し 国立印刷局

関する特別委員会議事録第3

公選法9条3項改正時の審議経過。特に、政府委員の国会答弁によれば、3
か月要件は、地方選挙には住所要件が課されており、国政選挙にはこれ

第190回国会衆議院政治倫理 写し 国立印刷局
の確立及び公職選挙法改正に
関する特別委員会議事録第2

公選法21条2項立法時の審議経過。

第190回国会参議院政治倫理
の確立及び選挙制度に関する
特別委員会議事録第2号平成

同上。

写し 国立印刷局

投票環境の向上方策等に関す 写し 総務省自治行政
る研究会 報告 局

票しやすい環境を堅備するための具体的方策等について研究・検討を行

われる際には土日も含め住基ネットを稼働し、引き続き当該者道府県の
区域内に住所を有することを証する引続証明書の交付事務等に活用して

https://www.call4.jp/file/pdf/202512/23ab1319437c505afdcfdfb92e62383b.pdf
https://www.call4.jp/file/pdf/202512/e926ab8aadabba2737b5a5be702fe1e8.pdf
https://www.call4.jp/file/pdf/202512/e10679a5b04393eea4c149a75a8d6370.pdf
https://www.call4.jp/file/pdf/202512/8cd0dddb17185730e89f21b397f12490.pdf

